
令和７年度介護保険施設等集団指導

令和7年10月21日

沖縄労働局 労働基準部 監督課



説明内容について
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●労働者名簿、賃金台帳について

●労働条件通知書について

●36協定の締結・届出について

●労働時間の注意点について

●外国人労働者を雇用するにあたっての注意点について

●カスタマーハラスメント対策義務化について
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労働者名簿、賃金台帳について

（１）労働者名簿について 労働基準法第107条

労働者の労務管理を適切に行うため、労働者名簿を作成し、労働者の氏名、雇入れの年月日、退職の年月日およびそ
の事由等を記入しなければいけません。（違反した場合は30万円以下の罰金）

（２）賃金台帳について 労働基準法第108条

賃金台帳を作成し、労働者の氏名、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給等を賃金の支払の都度遅れる
ことなく記入しなければいけません。（違反した場合は30万円以下の罰金）

●これらは労務管理における重要な書類です。それぞれ最後の記入から5年間（当分の間3年間）保存してください。

●様式については、厚生労働省ホームページよりダウンロードが可能です。

（次ページに記載例を掲載しています。）

帳簿の名称 記載項目 保存期間・起算日

労働者名簿
（第107条）

①労働者氏名 ②生年月日 ③履歴 ④性別
⑤住所 ⑥従事すべき業務の種類 ⑦雇入年月日
⑧退職や死亡年月日、その理由や原因

３年
労働者の死亡・退職・解
雇の日

賃金台帳
（第108条）

①労働者氏名 ②性別 ③賃金の計算期間
④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数 ⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当等の種類と額 ⑩控除項目と額

３年
労働者の最後の賃金につ
いて記入した日
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〇労働契約を締結する際には賃金、就業の場所に関する事項等を書面に記載し交付しなければなりません。
⇨ 労働基準法第15条（違反した場合は30万円以下の罰金）

〇6か月、1年契約などの期間の定めのある契約（有期労働契約）を結ぶ場合には、契約更新の都度、労働条件の明示（書
面の交付）が必要です。労働契約締結後、労働条件を変更する場合等締結以外の場合でも書面にて交付することが望まし
いです。⇨ 労働契約法第4条第2項

○様式については、厚生労働省ホームページよりダウンロードが可能です。

労
働
契
約
締

結
時
の
場
合

労働契約締結時の労働条件の明示すべき内容

書面で明示すべき労働条件の内容
①労働契約の期間（期間の定めの有無、定めがある場合はその期間）
②更新の基準、更新上限の有無と内容（次のスライドを参照）
③就業の場所・従事すべき業務の内容
（雇い入れ直後、変更の範囲の両方について記載が必要）
④労働時間に関する事項（始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、
休日、休暇等）
⑤賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む）

その他明示すべき労働条件の内容
①昇給に関する事項
②退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、
安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職等に関する事項・・・これら
について定めた場合

パートタイム労働者及び有期雇用労働者に対し明示すべき労働条件の内容
（パートタイム・有期雇用労働法）

①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④相談窓口

労働条件通知書について

就業の場所・従事すべき業務の内容の記載例

できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。

就業の場所
（雇い入れ直後） 施設A
（変更の範囲） 施設B、施設C

従事すべき業務
（雇い入れ直後） 介護業務
（変更の範囲） 送迎、事務



労働条件通知書について（契約の更新事項）
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〇労働者と有期労働契約を締結する場合には「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」（更新
の有無と更新の基準の明示）、更新上限の有無と内容（通算契約期間または更新回数の上限）、無期転換
申込機会と無期転換後の労働条件（無期転換申込権が発生する契約の更新時に明示が必要）についても、
書面によって明示する必要があります。⇨労働基準法施行規則第5条

有期労働契約の更新の基準

有期労働契約の更新上限の有無と内容

(1)更新上限が無い場合
「無」と記載
(2)更新上限が有る場合
（具体的な例）「契約期間は通算４年を上限とする」、「契約の更新回数は３回まで」等

無期転換申込機会と無期転換後の労働条件

(1)無期転換申込権について
同一の使用者との間で、有期労働契約が５年を超えて更新された場合、無期労働契約への転換の申込権が労働者に与えられます。労働者が無期転換

の申し込みをした場合、使用者は断ることができません。
(2)無期転換申込機会の記載について
（記載例）「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」
(3)無期転換後の労働条件の記載について
（記載例）「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」又は「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する。」
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36協定の締結・届出について

⚫労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。（「法定労働時間」といい

ます。）。また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされています（「法定休日」といいます。）。

⚫法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

➢労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要となり

ます。36協定様式については、厚生労働省ホームページよりダウンロードが可能です。

⚫ 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決める必要があり、時間外労働は原則

としては月45時間、年360時間（対象期間が3か月を超える1年変形労働時間制の対象労働者は月42時間、年320時

間）です。

●臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合（特別条項）には年6か月まで月45時間を超えることが可能ですが、

①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

●なお、いずれの場合においても、 ①時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、②2～6か月の平均がすべて1月

当たり80時間以内である必要があります。（次ページにイメージ図を表示しています。）



年720時間

月100時間未満
（休日労働含む）

複数月平均80時間以
内（休日労働含む）

月45時間を超えられ
るのは年６か月まで

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間

法律による上限
（特別条項）

時間外労働の上限規制について（図）
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◎ 勤務時間中の移動時間等について

移動時
間

8

移動時間、待機時間の取扱いについて

利用者Aさん宅勤務事業場

労働者の自宅
労働時間に該当する。

・事業場側が従業員に対し業務に従事するために必要な利用
者間の場所の移動が必要であり、その間の移動時間

・事業場側が従業員に対し移動を命じることなく、単に従業
員自らの都合により就業場所間等を移動し、その自由利用が
保障されている時間（通勤時間等が該当）

労働時間として取り扱わないことが可能。

労働時間の注意点について
移動時間等が労働時間に当たる場合には、適正に把握しましょう 労働基準法第32条等

直行又は直帰（通勤時間）

通勤時間

利用者Bさん宅勤務

移動時間

直行又は直帰（通
勤時間）

待機（手待ち）待
機
時
間

なにかあれば即時に
業務に従事

労働時間に当たる。



（参考資料）
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外国人労働者を雇用するにあたっての注意点について
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（１）使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃
金や労働時間などの労働条件について、差別的な取扱いをしてはなり
ません。（労働基準法第３条）

（２）雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理
由などをあらかじめ丁寧に説明してください。

国によっては、給料の支払いの仕組みが日本と違う、控除の制度がない場合もあります。具体的な控除の額や手取りの
額を示すなど、具体的な金額について、本人が理解できる方法で説明するよう心がけてください。

（３）異文化への理解を深め、お互いを尊重することで誤解が生じな
いようにしてください。

業務上の指導やアドバイスであったとしても、文化等の違いから、相手を嫌な気持ちにさせてしまうことがあることに
注意が必要です。



カスタマーハラスメント対策義務化について
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カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講
じることが事業主の義務となります。
（令和７年６月11日公布、施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日）

（１）カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により
③労働者の就業環境を害すること

（２）事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示される予
定です。
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お疲れ様でした。


	スライド 0: 令和７年度介護保険施設等集団指導
	スライド 1: 説明内容について
	スライド 2: 労働者名簿、賃金台帳について
	スライド 3
	スライド 4: 労働条件通知書について
	スライド 5: 労働条件通知書について（契約の更新事項）
	スライド 6: 36協定の締結・届出について
	スライド 7: 　　　　　時間外労働の上限規制について（図）
	スライド 8: 労働時間の注意点について
	スライド 9: （参考資料）
	スライド 10: 外国人労働者を雇用するにあたっての注意点について
	スライド 11: カスタマーハラスメント対策義務化について
	スライド 12

